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(54)【発明の名称】 映像配信装置

(57)【要約】
【課題】コンピュータや通信に関する専門的な知識を必
要とせず、手術等の治療行為中に手術部位の動画映像を
複数のクライアントに配信することができる映像配信装
置を提供する。
【解決手段】１又は複数のクライアントとデジタル通信
をするためのダイヤルアップ通信部３０と、１又は複数
のクライアントとデジタル通信をするためのインターネ
ット通信部６０と、医療用光学装置に設けられた撮影装
置が撮影した動画映像信号が少なくとも入力される映像
入力インターフェイス２６と、前記動画映像信号を予め
設定されたデータ速度のデジタル映像信号にリアルタイ
ムでエンコードするエンコード部２０と、複数のクライ
アントに向けて前記ダイヤルアップ通信部又はインター
ネット通信部を介して前記１又は複数のデータ速度のデ
ジタル映像信号の少なくとも１つを配信する映像配信部
４０とを備えるようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  電話回線を介して１又は複数のクライア
ントとデジタル通信をするためのダイヤルアップ通信部
と、インターネットを介して１又は複数のクライアント
とデジタル通信をするためのインターネット通信部と、
医療用光学装置に設けられた撮影装置が撮影した動画映
像信号が少なくとも入力される映像入力インターフェイ
スと、前記動画映像信号を予め設定された１又は複数の
データ速度のデジタル映像信号にリアルタイムでエンコ
ードする映像エンコード部と、複数のクライアントに向
けて前記ダイヤルアップ通信部又はインターネット通信
部を介して前記１又は複数のデータ速度のデジタル映像
信号の少なくとも１つを配信する映像配信部とを備えた
ことを特徴とする映像配信装置。
【請求項２】  前記医療用光学装置は手術用顕微鏡であ
ることを特徴とする請求項１記載の映像配信装置。
【請求項３】  前記医療用光学装置はスリットランプで
あることを特徴とする請求項１記載の映像配信装置。
【請求項４】  音声信号を入力する音声入力手段と、エ
ンコードする際の音声グレードを選択する音声グレード
選択手段と、前記エンコード部は前記音声入力手段によ
って入力された音声信号を前記音声グレード選択手段に
よって選択された音声グレードに対応するデータ速度の
デジタル音声信号にエンコードする音声エンコード部
と、前記デジタル音声信号を電話回線又はインターネッ
トを介して前記複数のクライアントに配信する音声配信
部とを設けたことを特徴とする請求項１、２又は３に記
載の映像配信装置。
【請求項５】  前記映像入力インターフェイスに複数の
動画映像信号が入力され、前記エンコード部は前記複数
の動画映像信号を夫々デジタル映像信号にエンコード
し、前記映像配信部は前記複数のデジタル映像信号の全
部又は１部を複数のクライアントへ配信することを特徴
とする請求項１、２又は３記載の映像配信装置。
【請求項６】  前記映像配信部は、複数のクライアント
の夫々からの映像選択信号に基づいて、前記複数の映像
信号のうち選択された映像を夫々のクライアントに配信
するようにしたことを特徴とする請求項５記載の映像配
信装置。
【請求項７】  １又は複数のデータ速度からなるデータ
速度集合を予め複数組記憶しているデータ速度記憶部
と、前記記憶された複数組のデータ速度集合の中から選
択操作することにより前記デジタル映像信号のデータ速
度を設定するためのデータ速度設定手段とを設け、前記
エンコード部は、選択されたデータ速度集合に含まれる
全ての速度のデジタル映像信号にエンコードするように
したことを特徴とする請求項１、２又は３記載の映像配
信装置。
【請求項８】  体温、血圧、脈拍、呼吸数又は血中酸素
飽和度の少なくとも１つを含むバイタルサインの値を表
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わす測定信号が入力される測定信号入力インターフェイ
スと、該測定信号をリアルタイムにデジタル測定信号に
エンコードする第２のエンコード部と、前記デジタル測
定信号を電話回線又はインターネットを介して前記複数
のクライアントに配信する測定信号配信部とを設けたこ
とを特徴とする請求項１、２又は３に記載の映像配信装
置。
【請求項９】  患者情報データベースに接続され、撮影
される患者を識別する患者識別データを入力するための
患者識別データ入力手段と、前記入力手段から患者識別
データが入力されると前記患者情報データベースから該
患者識別データに対応する患者データを検索し該患者デ
ータの一部又は全部を電話回線又はインターネットを介
して前記複数のクライアントに配信するデータ配信部と
を設けたことを特徴とする請求項１、２又は３記載の映
像配信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は複数のクライアント
に動画映像を配信する映像配信装置に関し、更に詳しく
は、手術等の治療行為中の患者や医師の動作及び患部の
状態を撮影した映像をリアルタイムで複数の遠隔地のコ
ンピュータに配信する映像配信装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】近年、コンピュータの高速化とインター
ネットの通信容量の向上により、動画映像をリアルタイ
ムで配信することが可能になりつつある。そして、従
来、動画映像をリアルタイムで配信するためのハードウ
ェア及びソフトウェアが、夫々単体で独立に販売されて
おり、映像配信を行うものがこれらを組み立てることに
より、映像の配信が可能になる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな映像配信を行う者は、必要なハードウェアと必要な
ソフトウェアとを揃えなければならず、全てのソフトウ
ェアをハードウェアにインストールするとともに、必要
な設定事項を設定する必要が有る。従って、実際に映像
配信を実施するまでに、多くの手間とコンピュータやデ
ジタル通信についての専門的な知識が必要となる。更
に、このような映像配信システムは、通常のビデオカメ
ラによって撮影した映像を配信するためのものであり、
手術用顕微鏡等の医療用光学装置に設けられた撮影装置
が撮影した映像を配信するシステムは全く存在しない。
【０００４】本発明は、上記のような問題を解決するた
めになされたものであり、コンピュータや通信に関する
専門的な知識を必要とせず、手術等の治療行為中に手術
部位を撮影した動画映像を複数のクライアントに配信す
ることができる映像配信装置を提供することを目的とす
る。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明の請求項１にかかる映像配信装置は、電話回線
を介して１又は複数のクライアントとデジタル通信をす
るためのダイヤルアップ通信部と、インターネットを介
して１又は複数のクライアントとデジタル通信をするた
めのインターネット通信部と、医療用光学装置に設けら
れた撮影装置が撮影した動画映像信号が少なくとも入力
される映像入力インターフェイスと、前記動画映像信号
を予め設定された１又は複数のデータ速度のデジタル映
像信号にリアルタイムでエンコードするエンコード部
と、複数のクライアントに向けて前記ダイヤルアップ通
信部又はインターネット通信部を介して前記１又は複数
のデータ速度のデジタル映像信号の少なくとも１つを配
信する映像配信部とを備えたことを要旨とするものであ
る。
【０００６】このように構成した映像配信装置によれ
ば、医療用光学装置に設けられた撮影装置を映像入力イ
ンターフェイスに接続して、該撮影装置によって撮影を
実行すれば、電話回線を介して本装置に接続する複数の
クライアントに対しても、インターネットを介して本装
置に接続するクライアントに対しても、各クライアント
と本装置の接続における通信容量が、エンコード部によ
って生成されるデジタル映像信号の１又は複数のデータ
速度の何れかよりも大きければ、該撮影装置によって撮
影された動画映像をリアルタイムで配信できる。効果
【０００７】この場合に、前記医療用光学装置は、特に
限定されるものではないが、例えば、請求項２に記載の
発明のように、手術用顕微鏡であってもよいし、請求項
３に記載の発明のようにスリットランプであってもよ
い。
【０００８】また、請求項４に記載の発明のように、音
声信号を入力する音声入力手段と、エンコードする際の
音声グレードを選択する音声グレード選択手段と、前記
エンコード部は前記音声入力手段によって入力された音
声信号を前記音声グレード選択手段によって選択された
音声グレードに対応するデータ速度のデジタル音声信号
にエンコードする音声エンコード部と、前記デジタル音
声信号を電話回線又はインターネットを介して前記複数
のクライアントに配信する音声配信部とを設けるとよ
い。
【０００９】このように構成すれば、本発明による映像
配信装置は、前記デジタル映像信号を配信するととも
に、デジタル音声信号も複数のクライアントに配信する
ようになる。加えて、音声グレード選択手段を設けたの
で、配信するデジタル音声信号のデータ速度を所望の値
に変更することが可能になる。
【０００１０】また、請求項５に記載の発明のように、
前記映像入力インターフェイスに複数の動画映像信号が
入力され、前記エンコード部は前記複数の動画映像信号
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を夫々デジタル映像信号にエンコードし、前記映像配信
部は前記複数のデジタル映像信号の全部又は１部を複数
のクライアントへ配信するようにしてもよい。このよう
に構成すれば、複数の動画映像が、遠隔地のクライアン
トに配信されることになる。
【０００１１】更に、請求項６に記載の発明のように、
前記映像配信部は、複数のクライアントの夫々からの映
像選択信号に基づいて、前記複数の映像信号のうち選択
された映像を夫々のクライアントに配信するようにして
もよい。このようにすれば、クライアント側で、配信さ
れる映像を、複数のうちから選択することが可能にな
る。
【００１２】また、請求項７に記載の発明のように、１
又は複数のデータ速度からなるデータ速度集合を予め複
数組記憶しているデータ速度記憶部と、前記記憶された
複数組のデータ速度集合の中から選択操作することによ
り前記デジタル映像信号のデータ速度を設定するための
データ速度設定手段とを設け、前記エンコード部は、選
択されたデータ速度集合に含まれる全ての速度のデジタ
ル映像信号にエンコードするようにするとよい。このよ
うにすれば、エンコード部が生成するデジタル映像信号
のデータ速度を、容易に適切な値に変更することが可能
になる。
【００１３】また、請求項８に記載の発明のように、体
温、血圧、脈拍、呼吸数又は血中酸素飽和度の少なくと
も１つを含むバイタルサインの値を表わす測定信号が入
力される測定信号入力インターフェイスと、該測定信号
をリアルタイムにデジタル測定信号にエンコードする第
２のエンコード部と、前記デジタル測定信号を電話回線
又はインターネットを介して前記複数のクライアントに
配信する測定信号配信部とを設けるとよい。このように
すれば、動画映像の配信と同時に、バイタルサイン情報
も遠隔地にリアルタイム配信することができるようにな
る。
【００１４】また、請求項９に記載のように、患者情報
データベースに接続され、撮影される患者を識別する患
者識別データを入力するための患者識別データ入力手段
と、前記入力手段から患者識別データが入力されると前
記患者情報データベースから該患者識別データに対応す
る患者データを検索し該患者データの一部又は全部を電
話回線又はインターネットを介して前記複数のクライア
ントに配信するデータ配信部とを設けるようにするとよ
い。このようにすれば、手術を受ける患者識別データが
入力されると、患者情報データベースから該患者の患者
データが検索され、動画映像とともに該患者データが配
信されるようになる。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
を図面を参照して詳しく説明する。図１は、本発明の実
施形態の一例である映像配信システムの構成図を示した
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ものである。図１において、１０は、映像配信装置であ
り、ＣＲＴやＬＣＤ等の表示部１１、キーボードやマウ
ス等の入力部１２、エンコード用サーバ２０．ダイヤル
アップサーバ３０、ストリーミング用サーバ４０及びル
ータ６０を備えている。エンコード用サーバ２０は、ビ
デオカメラ７１，７２，・・・と、マイク８０と、体
温、血圧及び脈拍を測定するバイタルサイン計測装置８
５と、手術用顕微鏡やスリットランプ等の医療用光学装
置９０（ここでは、手術用顕微鏡を使用する。）に設置
された撮影装置９２とに接続され、ストリーミング用サ
ーバ４０と接続されている。
【００１６】ビデオカメラ７１，７２，・・・は、ＣＣ
Ｄ撮像素子を備えており、モータ駆動による左右及び上
下方向の首振り機構と、モータ駆動によるズーム機構を
備えており、首振り機構及びズーム機構は、ストリーミ
ング用サーバ４０からエンコード用サーバ２０を経由し
て入力される制御信号によって制御される。各ビデオカ
メラ７１，７２，・・・は、相互に異なる位置に設置さ
れ、例えば、ビデオカメラ７１は手術室全体へ向けら
れ、ビデオカメラ７２は手術者の手元へ向けられるとい
ったように、異なる方向へ向けられる。そして、各ビデ
オカメラ７１，７２，・・・は、被写体を撮影して電気
信号に変換して、エンコード用サーバ２０へ出力する。
【００１７】医療用光学装置９０は、対物レンズから接
眼レンズへの光路中にハーフミラー等の光路分岐手段が
設けられており、分岐された光路上に前記撮影装置９２
が設けられる。撮影装置９２は、ＣＣＤ撮像素子を備え
ており、モータ駆動による左右及び上下方向の撮影方向
変更機構と、モータ駆動によるズーム機構を備えてお
り、撮影方向変更機構及びズーム機構はストリーミング
用サーバ４０からエンコード用サーバ２０を経由して入
力される制御信号によって制御される。そして、手術者
が医療用光学装置９０を通して見ている像と同じ像又は
その拡大像或いは縮小像を電気信号に変換してエンコー
ド用サーバ２０へ出力する。また、マイク８０は音声を
電気信号に変換し、エンコード用サーバ２０に出力す
る。
【００１８】ダイヤルアップサーバ３０は、電話回線網
１００に接続され、ストリーミング用サーバ４０にも接
続されている。複数のクライアント（クライアントコン
ピュータ）３０１，３０２，３０３，・・・は、電話回
線網１００に接続されている。また、遠隔管理センター
に設置される遠隔管理用コンピュータ５００も電話回線
網１００に接続されている。ルータ６０は、ストリーミ
ング用サーバ４０とインターネット２００とを接続し、
その間の通信制御を行う。インターネット２００には、
複数のクライアント４０１，４０２，４０３，・・・が
接続されている。ルータ６０とインターネット２００と
の間は専用線によって接続してもよく、電話回線により
接続してもよい。遠隔管理コンピュータ５００は、専用

6
線によりルータ６０に接続されるようにしてもよい。
【００１９】次に、映像配信装置１０の詳細な構成につ
いて説明する。図２は、映像配信装置１０の構成を示す
ブロック図である。エンコード用サーバ２０は、ＣＰＵ
（中央処理装置）、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなる処理部２
１と、エンコーダプログラム２２と、エンコード設定プ
ログラム２３と、エンコード設定記憶部２４と、マイク
が接続される音声入力用インターフェイス２５と、ビデ
オカメラ等の撮影手段から映像信号が入力され撮影手段
へ制御信号を出力する撮影手段用インターフェイス２６
と、バイタルサイン計測装置が接続される測定信号入力
インターフェイス２７とを備えており。処理部２１は、
エンコーダプログラム２２及びエンコード設定に基づい
て処理を実行する。処理部２１は、エンコーダプログラ
ム２２に基づいて、前記ビデオカメラ７１，７２，・・
・、マイク８０、撮影装置９２から入力される各信号を
エンコード（符号化）して、エンコードにより生成され
たデジタル映像信号及びデジタル音声信号をストリーミ
ング用サーバ４０へ送信する。更に、処理部２１は、バ
イタルサイン計測装置８５から入力される血圧等を示す
信号に基づいて、ストリーミング用サーバ４０へバイタ
ルサインデータを送信する。
【００２０】ダイヤルアップサーバ３０は、ＣＰＵ（中
央処理装置）、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなる処理部３１
と、ダイヤルアップサーバプログラム３２とを備えてい
る。処理部３１は、ダイヤルアップサーバプログラム３
２に基づいて処理を実行する。ダイヤルアップサーバ３
０は、電話回線網１００を介したクライアント３０１，
３０２，３０３，・・・とストリーミング用サーバ４０
との間の通信接続を行うものである。
【００２１】ストリーミング用サーバ４０は、ＣＰＵ
（中央処理装置）、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなる処理部４
１を備えており、処理部４１は、プログラム４２，４
３，４５，４８及びデータ５１～５４に基づいて、処理
を実行する。ストリーミング用サーバ４０には、配信設
定プログラム４２、患者データ配信設定プログラム４
３、配信プログラム４５、遠隔管理プログラム４７と、
配信設定記憶部５１、配信設定データベース５２、配信
患者データ記憶部５３、認証データ５４とが記憶されて
いる。また、ストリーミング用サーバ４０は、例えばＨ
ＩＳ／ＲＩＳ等のように患者のカルテデータやＸ線写真
データを記憶している患者情報データベース７０に接続
されている
【００２２】配信設定データベース５２は、各診療科毎
の映像及び音声配信に適した配信設定データを格納した
テーブル５１

１
、５１

２
、５１

３
・・・を予め記憶して

いる。図３は、その配信設定データテーブルの構成を示
す図である。配信設定データテーブル５１

ｎ
（ｎ＝１，

２，３，・・・）には、複数の設定データが格納されて
おり、各設定データは、ファイルタイプと、エンコード
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7
レートと、音声グレードと、ストリーミング用サーバ４
０への接続方法との組み合わせからなる。
【００２３】ファイルタイプは、エンコードをシングル
レートエンコードとマルチレートエンコードのどちらに
するかを示す。シングルレートエンコードは、各映像信
号を１つのエンコードレートのデジタル映像信号にエン
コードすることを意味し、マルチレートエンコードは、
各映像信号を複数のエンコードレートのデジタル映像信
号にエンコードすることを意味する。エンコードレート
は、映像をエンコードして得られたビットストリームの
ビットレートを示す。音声グレードは、音声をエンコー
ドして得られたビットストリームのビットレートを示
す。ストリーミング用サーバ４０への接続方法は、エン
コード用サーバ２０からストリーミング用サーバ４０へ
接続するときのＩＰアドレス、ＩＤ、パスワードからな
る。
【００２４】例えば、第１の設定データによれば、ファ
イルタイプがマルチレートエンコードに設定され、エン
コードレートが５０ｋｂｐｓ及び１００ｋｂｐｓに設定
され、音声グレードは８ｋＨｚに設定され、第２の設定
データによれば、ファイルタイプがシングルレートエン
コードに設定され、エンコードレートが５０ｋｂｐｓに
設定され、音声グレードは２２ｋＨｚに設定され、第３
の設定データによれば、ファイルタイプがシングルレー
トエンコードに設定され、エンコードレートが１００ｋ
ｂｐｓに設定され、音声グレードは４４ｋＨｚに設定さ
れる。また、何れの設定データによっても、ストリーミ
ング用サーバ４０への接続方法設定は、等しく設定され
る。
【００２５】次に、図４は、ストリーミング用サーバに
おいて行われる配信設定処理のフローチャートである。
この配信設定処理はストリーミング用サーバ４０に記憶
されている配信設定プログラム４２により処理部４１が
実行する処理である。先ず、ステップＳ１１において、
配信設定データベース５２と交信して、ステップＳ１２
により配信設定テーブル５１

１
、５１

２
、５１

３
・・・

の何れかの内容を表示部１１に表示する。
【００２６】ここで、希望する診療科用の配信設定テー
ブルの内容が表示されていなければ、オペレータが入力
部１２から希望する診療科の選択操作をするので（ステ
ップＳ１３、「ＹＥＳ」）、再び処理部４１は、配信設
定データベース５２と交信して（ステップＳ１４）、選
択された診療科用配信設定テーブルを表示部１１に表示
させるようにする（ステップＳ１５）。一方、希望する
診療科用の配信設定テーブルの内容が表示されていれ
ば、希望する診療科の選択操作がされないので（ステッ
プＳ１３、「ＮＯ」）、そのままでよい。
【００２７】この時点で、テーブル５１

１
、５１

２
、５

１
３
・・・に希望する配信設定データがない場合（ステ

ップＳ１６「ＮＯ」）、表示部１１に配信内容を設定す

8
る配信設定画面１５を表示させる（ステップＳ１９）。
図９は、配信設定画面１５の構成を示す図である。この
配信設定画面１５では、本設定の名称、ファイルタイプ
（シングルレート又はマルチレート）、エンコードレー
ト（５０kbps、１００kbps、２００kbps、４００kbp
s）、音声グレード（８ｋＨｚ、２２ｋＨｚ、４４ｋＨ
ｚ）、ＩＰアドレス、接続用ＩＤ番号、接続用パスワー
ド等の各設定項目を種々に設定することができ、設定さ
れるとステップＳ１８へ進む。ここで、マルチレートが
選択されている場合には、複数のエンコードレートを選
択することができる。
【００２８】このように、希望する配信設定データが、
配信設定データテーブル５１

ｎ
（ｎ＝１，２，３，・・

・）に記憶されていない場合には、前記配信設定画面１
５により、各配信設定項目を種々に設定できるので、目
的に応じて効率のよい配信を行うことができる。例え
ば、動作が少なく、説明が多い講演会等を撮影及び収音
して映像及び音声を配信する場合には、映像のエンコー
ドレートを低く抑え、音声グレードを高く設定すること
により、配信時のエンコード処理及び配信処理の負荷と
全体（映像及び音声）の配信データ速度とを抑えつつ
も、情報欠落の少ない状態で映像を配信でき、高音質の
音声を配信できる。また、手術中の動作映像を配信した
い場合には、映像のエンコードレートを高くし、音声グ
レードを低く設定することにより、配信時のエンコード
処理及び配信処理の負荷と全体（映像及び音声）の配信
データ速度とを抑えつつも、高画質の映像を配信するこ
とができる。
【００２９】そして、登録ボタン１６が押下された場合
には、設定された各設定項目の内容を配信設定データベ
ース５２に記憶させるとともに、それ以降は配信設定デ
ータテーブル５１

ｎ
の１つとして選択することができ

る。更に、音声グレードに関し、上述した３種類の周波
数に対して、量子化のビット数（例えば、８ビット又は
１６ビット）を選択できるようにしてもよい。こうする
と、より細かな設定が可能となる。
【００３０】一方、ステップＳ１６において、希望する
診療科用配信設定データテーブルが表示されている場合
には（ステップＳ１６「ＹＥＳ」）、オペレータは、配
信設定テーブルに含まれる設定データのうち今回の映像
等配信に適当なものを入力部１２を用いて選択すること
により今回の設定とする（ステップＳ１７）。このよう
に、配信設定データテーブル５１

ｎ
（ｎ＝１，２，３，

・・・）に希望する配信設定データが既に記憶されてい
る場合には、オペレータは、配信のための設定を決定す
るために、診療科を選択するとともに、複数の設定デー
タから何れかを選択するだけでよいので、簡単に配信設
定をすることができる。
【００３１】ステップ１８では、今回の映像等配信のタ
イトルを入力する。そして、処理部４１は、設定された
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配信設定と入力されたタイトルをストリーミング用サー
バ４０の配信設定記憶部５１に記憶させ（ステップＳ２
１）、この配信設定内容及びタイトルをエンコード用サ
ーバ２０へ送信する（ステップＳ２２）。
【００３２】図５は、エンコード用サーバ２０の設定を
行うエンコード設定処理のフローチャートである。この
設定処理は、エンコード用サーバ２０に記憶されている
エンコード設定プログラム２３に従って処理部２１が実
行する処理である。エンコード用サーバ２０は、このエ
ンコード設定に基づいて、映像信号及び音声信号をエン
コードし、エンコードによって得られたデジタルストリ
ーム信号をストリーミング用サーバ４０へ送信する。
【００３３】先ず、ステップＳ２４では、前記ステップ
Ｓ１９においてストリーミング用サーバ４０から送信さ
れた配信設定内容を受取り、この配信設定データに基づ
き、ステップＳ２５においてタイトルを、ステップＳ２
６においてファイルタイプを、Ｓ２７においてエンコー
ドレートを、ステップＳ２８において音声グレードを、
ステップＳ２９においてストリーミング用サーバへの接
続方法を、エンコード用サーバ２０のエンコード設定記
憶部２４に記憶させる。こうして、オペレータはストリ
ーミング用サーバ４０に対して配信設定操作をするだけ
で、エンコード用サーバのエンコード設定も完了され
る。言い換えれば、オペレータはエンコード用サーバに
対して直接操作をしなくても、エンコードレート等のエ
ンコードに必要な設定値を設定することができることに
なる。
【００３４】処理部２１は、エンコーダプログラム２２
に従って、入力された映像信号及び音声信号を上記エン
コード設定処理によって設定された設定どおりに、入力
される複数の映像信号を夫々エンコードし、ストリーミ
ング用サーバ４０へ送信する。例えば、ファイルタイプ
がマルチレートエンコードに設定され、エンコードレー
トが５０ｋｂｐｓ及び１００ｋｂｐｓに設定されると、
各映像信号を５０ｋｂｐｓのデータレートのデジタルビ
ットストリーム信号にエンコードするとともに、各映像
信号を１００ｋｂｐｓのデータレートのデジタルビット
ストリーム信号にエンコードする。また、音声グレード
が８ｋＨｚに設定されると、マイク８０から入力された
音声信号をエンコードして、８ｋＨｚの音声グレードに
対応するデータレートのデジタルビットストリームを生
成する。そして、処理部２１は、設定された接続方法に
より、この２つの映像ビットストリーム信号及び音声ビ
ットストリームをストリーミング用サーバ４０へ送信す
る。
【００３５】次に、図６は、映像及び音声配信に係る手
術の対象となる患者のデータを配信するための設定処理
のフローチャートである。この設定処理は、患者データ
配信設定プログラム４３に従い、処理部４１が実行す
る。先ず、患者識別データの入力を促す画面を表示部１
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１に表示する（ステップＳ３１）。患者識別データとし
ては、診察券（診療カード）番号、カルテ番号、患者番
号、患者名、生年月日等の患者を識別するためのデータ
を入力するようにする。オペレータによって患者識別デ
ータが入力されると（ステップＳ３２）、その入力デー
タに該当する患者に関する患者名、住所、年齢、生年月
日、性別、病名、病状、治療歴、病歴、エックス線撮影
画像等のデータ要素からなる患者データを、データベー
スＨＩＳ／ＲＩＳから検索して（ステップＳ３３）、表
示する（ステップＳ３４）。
【００３６】そして、オペレータは、この患者データの
中から映像及び音声配信と同時に配信するデータ要素
を、入力手段１２によって選択する（ステップＳ３
５）。こうして選択されたデータ要素の内容は、処理部
４１によって、配信患者データ記憶部５３に記憶される
（ステップＳ３６）。データ要素の一部を選択すること
もできる。従って、オペレータが、例えば、患者名や住
所等の患者のプライバシーに関わるデータ要素や、今回
の手術には関係がなく配信する必要がないデータ要素を
選択しないようにすれば、これらの情報を配信しないよ
うにすることができる。或いは、プライバシーに関わる
データ要素等の配信すべきでない要素を予め設定してお
いて、ステップＳ３５では設定されたデータ要素を選択
することができないようにしてもよい。こうすれば、プ
ライバシーに関わるデータ要素が誤って選択されて配信
されてしまうことが防止される。
【００３７】次に、図７は、配信処理を説明するための
図であり、（ａ）は配信処理のフローチャートであり、
（ｂ）はクライアントに表示される画面を示す。このフ
ローチャートに従い、映像配信装置が映像等の配信を行
う時の処理を説明する。この配信処理は、ストリーミン
グ用サーバ４０に記憶されている配信プログラム４５に
よって処理部４１が実行する。この映像配信装置１０
は、電話回線網１００に接続された複数のクライアント
３０１，３０２，３０３，・・・及びインターネット２
００に接続された複数のクラインアント４０１，４０
２，４０３，・・・に対して映像を配信するものである
が、便宜上、１つのクライアントに対する処理を説明す
る。
【００３８】先ず、電話回線網１００を介してダイヤル
アップ接続によりダイヤルアップサーバ３０に接続した
クライアント３０１、又はインターネット２００を介し
てルータ６０に接続したクライアント４０１が、ストリ
ーミング用サーバ４０と通信を開始すると（ステップＳ
４１）、このクライアント３０１又は４０１の表示部に
画面Ｇ１を表示して、映像等配信を受けるために予め通
知されている認証データ（ＩＤ及びパスワード）をクラ
イアント３０１又は４０１から入力するように促し、ク
ライント３０１又は４０１において入力された認証デー
タを受信する（ステップＳ４２）。
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11
【００３９】入力された認証データが正しくないときに
は（ステップＳ４３「ＮＯ」）、認証データが不正であ
る旨を通知して（ステップＳ４４）、処理を終了する。
認証データが正しいときには（ステップＳ４３「ＹＥ
Ｓ」）、ステップＳ４５へ進む。ステップＳ４５では、
設定されているファイルタイプを配信設定記憶部５１か
ら読み出して、マルチレートエンコードが設定されてい
るときには（ステップＳ４５「ＹＥＳ」）、エンコード
レートの選択及び映像の選択を促す画面Ｇ２を表示する
（ステップＳ４６）。
【００４０】画面Ｇ２は、エンコードレートが５０ｋｂ
ｐｓと１００ｋｂｐｓに設定されており、２台のビデオ
カメラ（画面Ｇ２におけるカメラ１ボタン及びカメラ２
ボタンに対応する。）７０１及び７０２と手術用顕微鏡
９０に設けられた１台の撮影装置９２が、エンコード用
サーバに接続されているときの画面であり、エンコード
レートを選択するためのチェックボタンＧ２ａ，Ｇ２ｂ
と、撮影手段を選択するためのチェックボックスＧ２
ｃ，Ｇ２ｄ，Ｇ２ｅと、選択内容を配信装置１０へ送信
するための決定ボタンＧ２ｆが、表示される。そして、
受信者は、クライアント３０１又は４０１の通信環境に
適したエンコードレート及び見たい映像のチェックボッ
クス（例えば、Ｇ２ａ及びＧ２ｅ）にマークを付けて決
定ボタンＧ２ｆをクリックすることにより選択する。
【００４１】一方、シングルレートエンコードが選択さ
れているときには（ステップＳ４５「ＮＯ」）、映像の
選択を促す画面Ｇ３を表示する（ステップＳ４７）。画
面Ｇ３は、２台のビデオカメラ７０１及び７０２と手術
用顕微鏡９０に設けられた１台の撮影装置９２が、エン
コード用サーバに接続されているときの画面であり、撮
影手段を選択するためのチェックボックスＧ３ａ，Ｇ３
ｂ，Ｇ３ｃと、選択内容を配信装置１０へ送信するため
の決定ボタンＧ３ｄが、表示される。そして、受信者
は、見たい映像のチェックボックス（例えば、Ｇ３ｃ）
にマークを付けて決定ボタンＧ３ｄをクリックすること
により選択する。
【００４２】ステップＳ４８については、配信設定にお
いてファイルタイプがシングルレートエンコードに設定
された場合（場合＃１）と、マルチレートエンコードに
設定された場合（場合＃２）に分けて説明する。場合＃
１では、配信設定で設定されたエンコードレートの映像
ストリーム信号しかストリーミング用サーバには送られ
てこないので、選択された映像についての設定されてい
るエンコードレートの映像ストリーム信号をクライアン
ト３０１又は４０１に送信する。場合＃２では、ビデオ
カメラ７１，７２，・・・撮影装置９２の各映像信号に
ついて、配信設定で設定された複数のエンコードレート
の映像ストリーム信号が送られてくるが、これらのスト
リーム信号のうち選択された映像についての選択された
エンコードレートの映像ストリーム信号をクライアント
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３０１又は４０１へリアルタイム送信開始する。また、
どちらの場合も（場合＃１及び場合＃２）、ここで、映
像ストリーム信号とともにエンコード用サーバ２０から
送られてくる音声ビットストリームを、クライアント３
０１又は４０１へ送信開始する。
【００４３】続いてステップＳ４９では、前記患者デー
タ配信設定処理によって設定された配信用の患者データ
を、配信患者データ記憶部５３から読み出して配信す
る。ステップＳ５０では、エンコード用サーバ２０から
逐次送られてくるバイタルサインデータをクライアント
３０１又は４０１へリアルタイムで送信する。クライア
ント３０１又は４０１は、ｗｗｗブラウザ及び映像スト
リーム再生プログラムが組み込まれており、前記ステッ
プＳ４８，Ｓ４９，Ｓ５０において送信される情報を受
信して、表示部に表示する。処理部４１は、ステップＳ
５１で、更に、クライアント３０１又は４０１の表示部
に、映像変更ボタンＧ４ｄを表示させる。
【００４４】図８は、ストリーミング用サーバから映像
ストリーム信号等を受信した時にクライアントの表示部
に表示される画面の構成を示す。表示画面Ｇ４には、ス
トリーム信号によって配信される動画映像を表示する領
域Ｇ４ａと、配信される患者データを表示する領域Ｇ４
ｂと配信されるバイタルサインデータを表示する領域Ｇ
４ｃが設けられている。更に、クライアント３０１又は
４０１の表示部には映像変更ボタンＧ４ｄが表示され
る。例えば、ステップＳ４６又はＳ４７で映像撮影元と
して手術用顕微鏡９０が選択されたとすると、画面Ｇ４
ａには顕微鏡によって撮影されている動画映像がリアル
タイムで表示される。
【００４５】映像変更ボタンＧ４ｄがクリックされると
（ステップＳ５２、「ＹＥＳ」、＃１）、クライアント
３０１又は４０１からストリーミング用サーバ４０へ映
像変更要求信号が送信され、処理部４１は、処理をステ
ップＳ４５に移行する。そして、再びステップＳ４５～
Ｓ５１を実行して、表示領域Ｇ４ａの表示内容が他の動
画映像に変更される。例えば、ステップＳ４６又はＳ４
７でカメラ１が選択されると、手術室全体を撮影するよ
うに設置されたビデオカメラ７１（カメラ１）の動画映
像が表示領域Ｇ４ａに表示される。それ以降も、同様に
して、画面領域Ｇ４ａに表示する映像を、クライアント
側から変更することができる。
【００４６】こうして、映像配信装置１０からは、電話
回線１００を介して接続されるクライアント３０１，３
０２，３０３，・・・に動画映像がリアルタイム配信さ
れ、インターネット２００を介して接続されるクライア
ント４０１,４０２,４０３・・・にも、動画映像がリア
ルタイム配信される。また、クライアント側で、複数の
映像の中から見る映像を選択することができ、撮影方向
を変更することができ、映像の拡大の度合いも調整する
ことができる。
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【００４７】また、遠隔管理用コンピュータ５００が、
電話回線１００を介して映像配信装置１０に接続する
と、制御部５０は、遠隔管理プログラム４８を実行し
て、これにより、遠隔管理用コンピュータ５００から、
前記エンコードレート等に関する配信設定、患者データ
配信設定等の配信管理、撮影手段の方向及びズーム動作
の制御、複数カメラのスイッチング、トラブル時のメン
テナンス、ソフトウェアのアップデート等の種々の遠隔
管理を受けることが可能である。
【００４８】上記実施の形態では、ステップＳ４６及び
ステップＳ４７において、１つの映像を選択するように
しているが、複数の映像を選択することができるように
してもよい。そして、複数の映像が選択された場合に
は、クライアント３０１又は４０１の表示画面Ｇ４ａに
は、複数の動画映像が同時に表示されるようにする。ま
た、映像表示をクライアント側からの選択によらず、即
ちステップＳ４６及びステップＳ４７における画像選択
処理を省略し、画像配信装置１０に接続されているすべ
ての撮影手段が撮影する映像を配信し、クライアント３
０１又は４０１の表示画面Ｇ４ａには、複数の動画映像
が同時に表示されるようにしても良い。
【００４９】更に、バイタルサイン計測装置８５が測定
し、クライアントに配信されるバイタルサインデータ
は、実施の形態で例示した体温、血圧及び脈拍の組み合
わせに限られず、それらの一部だけ（例えば、脈拍だ
け）でも良く、或いは、血中酸素飽和度、呼吸数等の他
の測定値を含んでも良い。
【００５０】以上実施の形態について説明したが、本発
明は上記下実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
例えば、前記手術用光学装置に設けられた撮影装置は、
１つのみ映像配信装置に接続されているが、複数個接続
しても良い。同様にマイクも複数本接続しても良い。
【発明の効果】本発明の請求項１乃至３に記載の映像配
信装置によれば、本装置の利用者が映像配信するに当た
ってすべき主な行為は、医療用光学装置に設けれられた
撮影装置を映像入力インターフェイスに接続して、撮影
を実行することであり、これだけで、該撮影装置により
手術等の治療行為中の治療部位を術者が見ているのと同
様の方向から撮影している動画映像を、遠隔地に存在す
る複数のクライアントにリアルタイムで配信することが
できる。即ち、利用者は、本装置に対して複雑な設定を
する必要がなく、コンピュータや通信技術についての専
門的な知識も必要とされないという効果を奏するもので
ある。更に、各クライアントから本装置に電話回線を介
して接続することができるので、インターネットを利用
することができないクライアントからでも接続すること
ができるという利点がある。
【００５１】請求項４に記載の発明によれば、前記デジ
タル映像信号に加えて、デジタル音声信号も複数のクラ*
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*イアントに配信することができるようになる。加えて、
音声グレード選択手段を設けたので、配信するデジタル
音声信号のデータ速度を所望の値に変更することが可能
になる。そして、インターネット又は電話回線の比較的
小さい通信容量を、撮影対象物の動作の速度や収音対象
音声の帯域幅に応じて、デジタル映像信号とデジタル音
声信号とに柔軟に配分することが可能であり、映像及び
音声をどちらも情報の減少を抑制しつつリアルタイムで
配信することが可能である。例えば、入力される音声が
人間の声であれば、音声帯域幅が狭いので音声グレード
を低く設定することにより、映像配信のために通信容量
を広めに確保したり、逆に撮影対象物が動きの少ないも
のである場合には、音声グレードを高く設定して、高音
質の音声を配信することが可能になる。
【００５２】また、請求項５に記載の発明によれば、こ
のように構成すれば、複数の動画映像が、遠隔地のクラ
イアントに配信されることになり、請求項６に記載の発
明によれば、更に、クライアント側で、配信される映像
を、複数のうちから選択することが可能になるという効
果を奏する。
【００５３】また、請求項７に記載の発明によれば、エ
ンコード部が生成するデジタル映像信号のデータ速度
を、容易に適切な値に変更することが可能になるという
効果を奏する。
【００５４】また、請求項８に記載の発明によれば、動
画映像の配信と同時に、バイタルサイン情報もリアルタ
イムに遠隔地に配信することができるので、手術の状況
をより詳細に聴取者へリアルタイムで伝達することがで
きるという効果を奏する。
【００５５】また、請求項９に記載の発明によれば、手
術を受ける患者識別データが入力されると、患者情報デ
ータベースから該患者の患者データが検索され、動画映
像とともに該患者データが配信されるようになるので、
観察者は、医学的見地からみた患者の背景を認識しなが
ら、手術中継の動画映像を見ることができるという効果
を奏する。
【００５６】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の一例である映像配信システ
ムの構成図である。
【図２】映像配信装置１０の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】その配信設定データテーブルの構成を示す図で
ある。
【図４】ストリーミング用サーバにおいて行われる配信
設定処理のフローチャートである。
【図５】エンコード用サーバ２０の設定を行うエンコー
ド設定処理のフローチャートである。
【図６】映像及び音声配信に係る手術の対象となる患者
のデータを配信するための設定処理のフローチャートで
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ある。
【図７】配信処理を説明するための図であり、（ａ）は
配信処理のフローチャートであり、（ｂ）はクライアン
トに表示される画面を示す。
【図８】ストリーミング用サーバから映像ストリーム信
号等を受信した時にクライアントの表示部に表示される
画面の構成を示す図である。
【図９】配信設定画面の構成を示す図である。
【符号の説明】
１０    映像配信装置
２０    エンコード用サーバ
２５    音声入力用インターフェイス
２６    撮影手段用インターフェイス
２７    測定信号入力用インターフェイス *

16
*３０    ダイヤルアップサーバ
４０    ストリーミング用サーバ
６０    ルータ
７０    患者情報データベース（ＨＩＳ／ＲＩＳ）
７１，７２，・・・  ビデオカメラ
８０    マイク
９０    手術用顕微鏡
９２    撮影装置
１００  電話回線網
２００  インターネット
３０１，３０２，３０３，・・・    クライアント
４０１，４０２，４０３，・・・    クライアント
５００  遠隔管理用コンピュータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図８】
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